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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属を連続鋳造するための鋳型管体であって、この鋳型管体の管壁（２）が、一方では
フランジ領域（７）をおよび他方ではウェブ領域（８）を区画する壁部分（９）の間で、
丸くされた移行部（６）を有する、ビームブランク形態の内側輪郭（３）を備えており、
その際、この内側輪郭（３）が、外側から供給された冷却媒体（ＫＷ）によって間接的に
冷却可能であり、
且つその際、この管壁（２）内において、この管壁の長手方向で延在する冷却管路（４）
が設けられている様式の上記鋳型管体において、
これら移行部内（６）において互いに隣接する、２つの冷却管路（４）の間隔（Ａ）は、
残りの壁部分（９）内における間隔（Ｂ）よりもより小さく構成されていること、
移行部（６）内において設けられた冷却管路（４）は、管壁（２）の上側の端面（５）か
ら、ほぼこの管壁（２）の中間の高さ領域に至るまで延在すること、
を特徴とする鋳型管体。
【請求項２】
　金属を連続鋳造するための鋳型管体であって、この鋳型管体の管壁（１８）が、一方で
はフランジ領域（１４）をおよび他方ではウェブ領域（１５）を区画する壁部分（１６）
の間で、丸くされた移行部（１３）を有する、ビームブランク形態の内側輪郭（１２）を
備えており、
その際、この内側輪郭（１２）が、外側から供給された冷却媒体（ＫＷ）によって間接的
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に冷却可能であり、
且つその際、この管壁（１８）内において、この管壁の長手方向に延在する冷却管路（４
）が設けられている様式の上記鋳型管体において、
冷却管路（４）は、ただ丸くされた移行部（１３）内においてだけ設けられており、且つ
、残りの壁部分（１６）並びに丸くされた移行部（１３）が、管壁（１８）の外側輪郭（
１７）に適合された水案内ジャケットを介して冷却可能であるように構成されていること
、
移行部（１３）内において設けられた冷却管路（４）は、管壁（１８）の上側の端面（５
）から、ほぼこの管壁（１８）の中間の高さ領域に至るまで延在すること、
を特徴とする鋳型管体。
【請求項３】
　管壁（２）の外側輪郭（１０）に適合された水案内ジャケットが設けられていることを
特徴とする請求項１に記載の鋳型管体。
【請求項４】
　管壁（２、１８）の外側輪郭（１０、１７）内において、冷却管路（４）に接続された
冷却媒体供給部および冷却媒体導出部が設けられていることを特徴とする請求項１から３
のいずれか一つに記載の鋳型管体。
【請求項５】
　冷却媒体供給部および冷却媒体導出部は、管壁（２、１８）の中間の高さ領域において
設けられていることを特徴とする請求項４に記載の鋳型管体。
【請求項６】
　冷却管路（４）は、管壁（２、１８）と水案内ジャケットとの間で流動する冷却媒体（
ＫＷ）によって貫通流動されているように構成されていることを特徴とする請求項２から
５のいずれか一つに記載の鋳型管体。
【請求項７】
　鋳型管体は、二重Ｔ字形の断面を有していることを特徴とする請求項１から６のいずれ
か一つに記載の鋳型管体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、請求項１の上位概念における特徴による、金属を連続鋳造するための鋳型管
体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　金属の連続鋳造の際に生じる熱を導出するために、鋳型管体を水案内ジャケット内に組
み込むことは公知である。この場合、一方ではこの水案内ジャケットの内側寸法に、およ
び他方ではこの鋳型管体の外側寸法に基づいて、熱工学的に精確に定義された間隙が形成
され、この間隙を通って下から上へ冷却水が流れ、この冷却水が生じた熱を収容し、且つ
搬出するように行われる。鋳型管体が、ビームブランク形態において使用される場合、従
って、同様に、水案内ジャケットの内側輪郭も、このような型の外側輪郭に一致させねば
ならない。
【０００３】
　冷却水を用いての熱の導出は、更に、鋳型管体と水案内ジャケットとの間の間隙内にお
ける水の速度によって規定される。この間隙は、しかしながら、この鋳型管体のその都度
の再校正の際に、磨耗に伴う損磨、およびこの損磨によって強制的に誘起される鋳型管体
の壁厚の低減に基づいて拡大する。この水間隙の拡大は、しかし、水の速度の低減を、お
よび従って、同様に熱導出の低減をも伴う。
【０００４】
　英国特許出願公開第９５４　７１９号明細書から、金属の連続鋳造のための鋳型に、鋳
型管体の長手方向および横方向に延在する冷却穿孔を設けることが公知である。ビームブ



(3) JP 4278367 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

ランク形態における鋳型管体の場合、ただし、冷却穿孔が、長手方向の延在に対して横方
向に、ただ大きな経費だけでもって、この鋳型管体内に形成されるという問題がある。そ
れに加えて、ビームブランク形態の特別な幾何学的な形状において、極度の局部的な熱負
荷が、一方ではフランジ領域をおよび他方ではウェブ領域を区画する壁部分の間の移行部
において発生する。この局部的な熱負荷は、都合の悪い幾何学的な移行部の状態において
、鋳型管体の過熱およびこの鋳型管体の耐用期間の劇的な低減を誘起する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　従って、この公知技術を出発点として、本発明の根底をなす課題は、金属を連続鋳造す
るための鋳型管体を提供することであり、この鋳型管体が改良された耐用期間を備えてお
り、且つこの鋳型管体において局部的な過熱が回避される。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この課題の第１の解決策は、請求項１の特徴部にある。
【０００７】
　請求項１の特徴により、ここで、これら移行部内において互いに隣接する、２つの冷却
管路の間隔は、残りの壁部分内における隣接する冷却管路の間隔よりもより小さい。
【０００８】
　上記のことに伴って、先ず第一に、管形鋳型の外側輪郭に適合されるべき水案内ジャケ
ットが、基本的に設けなくて済むことの利点が得られる。この製造経費の明確な低減は、
特に、ビームブランク形態における鋳型管体の場合に認められる。
【０００９】
　管壁内における冷却管路を介しての熱の導出によって、如何なる変化する熱導出の諸条
件も、もはや発生しない。再校正の回数は、冷却性能に対して影響しない。
【００１０】
　冷却管路は、基本的に全ての壁部分内において、管壁の端面において外へ出ている。こ
の領域において溶接を実施することは、再校正の後の問題の無い組込みおよび確実な鋳型
管体の封隙のために、問題無く可能であり、この溶接は、その場合に、この再校正の後に
簡単に、新しい寸法に対して後加工される。
【００１１】
　冷却管路が円形の断面を有している場合、この場合に同様に多数の冷却管路の断面も長
円形に変形されることの更なる利点は、詳しく言うとつまり、表面領域が鋳造管路に向か
って拡大し、従って、比較的に高い熱導出を考慮に入れられることの意味において、管形
鋳型の湾曲の後に、ビームブランク形態に対して与えられる。
【００１２】
　第２の解決策は、請求項２の特徴部にある。この特徴に従って、ただ丸くされた移行部
内においてだけ、冷却管路を設けることも同様に可能であり、他方では、残りの壁部分並
びに丸くされた移行部が、管壁の外側輪郭に適合された水案内ジャケットを介して冷却可
能である。この解決策の場合、全管壁は、冷却管路でもって貫通されていない。反対に、
もっぱら、領域内において冷却穿孔が設けられており、これら冷却穿孔内において、局部
的な過熱が、鋳型管体の耐用期間の減少を誘起する。水案内ジャケットの、丸くされた管
壁の移行部内に装入された冷却管路との組合せにより、局部的な過熱は、これら丸くされ
た移行部において回避され、且つ鋳型管体の耐用期間が増大される。
【００１３】
　請求項３の特徴より、水案内ジャケットを、および同時に、丸くされた移行部において
および残りの管壁の壁部分において、冷却穿孔を設けることは同様に可能であり、その際
、これら移行部内において互いに隣接する、２つの冷却管路の間隔は、残りの壁部分内に
おける間隔よりもより小さい。
【００１４】
　移行部内において設けられた冷却管路が、管壁の上側の端面から、ほぼこの管壁の中間
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の高さ領域に至るまで延在することは可能である。このことによって、局部的に熱的に強
く負荷された壁部分内における、強度な熱導出の結果がもたらされる（請求項４）。
【００１５】
　請求項１または２により、管壁の外側輪郭内において、冷却管路に接続された冷却媒体
供給部および冷却媒体導出部が設けられている。これら冷却媒体供給部および冷却媒体導
出部は、特に有利には、管壁の外側輪郭の中間の高さ領域において設けられている（請求
項５）。冷却管路システムを形成するために、これら管壁の端面から装入されたこれら冷
却管路は閉鎖され、且つ溢流管路を介して互いに結合されている。
【００１６】
　鋳型管体を冷却するために、冷却媒体供給部および冷却媒体導出部が、別個の冷却循環
と接続することは基本的に可能である。有利には、しかし、管壁と水案内ジャケットとの
間で流動する冷却媒体は、同様に冷却管路も貫通流動し、且つ、熱的により高い負荷の領
域における、強度の熱導出の結果をもたらす（請求項６）。水案内ジャケットと管壁との
間の間隙から冷却管路内への冷却剤侵入を容易にするために、管壁の外側輪郭、及び／ま
たはこの水案内ジャケットに、適当な案内手段が設けられており、これら案内手段が、冷
却媒体の流動経過を、これら冷却管路内へと導く。
【００１７】
　本発明による特徴は、特に有利には、二重Ｔ字形の断面を有する鋳型管体において、請
求項７により認められる。
【００１８】
　鋳型管体は、有利には、銅または銅合金から成る。
【００１９】
　次に、本発明を、図において具体的に説明された実施例に基づいて詳しく説明する。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　参照符号１により、図１および２において、ビームブランク形態の鋳型管体が、示され
ている。
【００２１】
　この鋳型管体１は、全周囲にわたって一定の管壁２の厚さＤを有する、二重Ｔ字形の断
面を備えている。
【００２２】
　鋳型管体１の内側輪郭３は、鋳込みストランドの断面を規定している。
【００２３】
　鋳造の際に生じる熱を導出するために、管壁２内に、鋳型管体１の全長Ｌにわたって延
在する冷却管路４が装入されており、これら冷却管路は、矢印ＫＷに従って、下から上へ
と、冷却水でもって作用可能である。即ち、これら冷却管路４は、管壁２の端面５内にお
いて終わっており、その際、ただ一方の端面５だけが認識可能である。
【００２４】
　冷却管路４は、穿孔処理によって、しかも鋳型管体１が湾曲される前に、管壁２内に装
入される。この湾曲によって、これら冷却管路４は、部分的に、その場合に、内側輪郭３
に向かってより大きな表面領域が形成されるように長円形に変形し、このことによって、
熱導出が改良される。
【００２５】
　鋳型管体１の特別の内側輪郭３は、一方ではフランジ領域７をおよび他方ではウェブ領
域８を区画する壁部分９の間で、丸くされた移行部６を備えている。これら移行部６内に
おいて互いに隣接する、２つの冷却管路４の間隔Ａは、残りの壁部分９内における間隔Ｂ
よりもより小さい。
【００２６】
　図１および２の実施例において、冷却管路４が、鋳型管体１をこの鋳型管体の全長Ｌに
わたって貫通しているのに対して、移行部６内において設けられた冷却管路４が、管壁２
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に可能である。これら冷却管路４は、冷却循環を形成するために、これら冷却管路の上側
の端面において、互いに結合されており、且つ、管壁２の中間の高さ領域における冷却媒
体供給部および冷却媒体導出部を介して、冷却媒体を供給される。
【００２７】
　付加的に、鋳型管体１は、管壁２の外側輪郭１０に適合された水案内ジャケットの中へ
埋設されており、従って、この鋳型管体１は、全体で、冷却媒体でもって貫通流動された
冷却間隙によって囲繞されている。
【００２８】
　図３は、多少異なる透視の状態での、ビームブランク形態における内側輪郭１２を有し
、同様に一方ではフランジ領域１４をおよび他方ではウェブ領域１５を区画する壁部分１
６の間で、丸くされた移行部１３を有する、鋳型管体１１の更なる実施形態を示している
。この実施例の場合、冷却管路４は、ただ移行部領域１３内だけにおいて存在している。
全鋳型管体１１は、詳細には図示されていない方法で、この管壁１８の外側輪郭１７に適
合された水案内ジャケットの中へ埋設されており、この水案内ジャケットを介して、残り
の壁部分１６およびこれら冷却管路４を備えた移行部領域が冷却される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　透視の状態での、ビームブランク形態における鋳型管体の上側の端部分の図で
ある。
【図２】　異なる透視の状態での、多少延長された図示における図１の鋳型管体の図であ
る。
【図３】　更なる実施形態による、ビームブランク形態における鋳型管体の上側の端部分
の図である。
【符号の説明】
　１　　鋳型管体
　２　　鋳型管体１の管壁
　３　　鋳型管体１の内側輪郭
　４　　冷却管路
　５　　管壁２の端面
　６　　フランジ領域７とウェブ領域８の間の移行部
　７　　フランジ領域
　８　　ウェブ領域
　９　　壁部分
　１０　鋳型管体１の外側輪郭
　１１　鋳型管体
　１２　鋳型管体１１の内側輪郭
　１３　フランジ領域１４とウェブ領域１５の間の移行部
　１４　フランジ領域
　１５　ウェブ領域
　１６　管壁１８の壁部分
　１７　管壁１８の外側輪郭
　１８　管壁
　Ａ　　間隔
　Ｂ　　間隔
　Ｄ　　管壁２の厚さ
　Ｌ　　鋳型管体１の長さ
　ＫＷ　　冷却水、　冷却媒体、　矢印
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